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千曲市国民健康保険税率（税額）一覧　（R3年度）　　【国保税の算定方法】

医療分 支援分 介護分 内容

所得割 ７．７％ ２．４％ １．８％
加入している被保険者の前年所得に応じて計算
【国保税の基となる所得額 × 税率】

資産割 １８．０％ ５．３％ ４．２％
加入している被保険者が所有する固定資産に応じて計算
【被保険者の固定資産税額 × 税率】

均等割 １９，５００円 ７，５００円 ７，３００円
加入世帯の被保険者数に応じて計算
【被保険者数 × 税額】

平等割 ２２，０００円 ７，２００円 ６，３００円
加入世帯に対して課税
【各世帯に一律課税】

※応益割（均等割・平等割）には、所得の状況に応じた軽減制度があります。

医療分 ・・・ 国保の保険給付費の財源

支援分 ・・・ 後期高齢者医療の財源として国保から負担

介護分 ・・・ 介護保険の財源として国保から負担　（介護２号被保険者（40歳から64歳までの者）が保険税を納付）

応
能
割

応
益
割

区分

２



（被保険者数・所得はR3年度数値で試算）

歳入

（単位：円） （単位：円）

医療分 支援分 介護分 合計 医療分 支援分 介護分 合計

所得割 426,931,450 132,409,940 35,554,305 594,895,695 所得割 426,687,982 132,336,582 35,568,399 594,592,963

資産割 59,781,095 17,514,961 3,434,321 80,730,377 資産割 0 0 0 0

均等割 163,842,900 63,016,500 18,293,070 245,152,470 均等割 163,842,900 63,016,500 18,293,070 245,152,470

平等割 109,159,600 35,724,960 13,430,340 158,314,900 平等割 109,159,600 35,724,960 13,430,340 158,314,900

計 759,715,045 248,666,361 70,712,036 1,079,093,442 計 699,690,482 231,078,042 67,291,809 998,060,333

1,046,720,639 ① 968,118,523 ③

236,838,964 250,137,322

64,770,000 64,770,000

①＋②　合計 1,348,329,603 （A） ③＋④　合計 1,283,025,845 （B)

歳出 国民健康保険事業費納付金　＋

R3予算 1,259,734,000 円　　＋ 47,903,000円 　＝ 円（C） 歳出充当（納付金等）と税収の差

【参考】国民健康保険事業費納付金（H30~） （A)－（C) ＝ 40,692,603 円

R2決算 1,297,260,359 円 （B)－（C) ＝ -24,611,155 円

R1決算 1,506,062,120 円

H30決算 1,481,144,608 円

保険基盤安定

R2財政安定化支援事業繰入金

収納率97％の場合の税収額 収納率97％の場合の税収額

税収見込　資産割課税 税収見込　資産割廃止

国保税　試算

保険基盤安定

R2財政安定化支援事業繰入金

税収充当(その他)

1,307,637,000

② ④

基金充当

３



千曲市国民健康保険税率改正状況

(医療分）

年度 １６年 １７年 １８年 １９年 ２０年 ２１年 ２２年 ２３年 ２４年 ２５年 ２６年 ２７年 ２８年 ２９年
３０年
(2018)

１年
(2019)

２年
(2020)

３年
(2021)

４年
(2022)

所得割　％ 6.5 → 7.6 → 5.8 → 5.9 → → → 6.5 → → → 7.7 → → → 7.7

資産割　％ 24.0 → 24.0 → 18.0 → 18.0 → → → 18.0 → → → 18.0 → → → 0.0

均等割　円 16,000 → 18,600 → 13,400 → 16,500 → → → 17,300 → → → 19,500 → → → 19,500

平等割　円 17,000 → 19,800 → 13,800 → 18,500 → → → 19,400 → → → 22,000 → → → 22,000

(支援分）

年度 １６年 １７年 １８年 １９年 ２０年 ２１年 ２２年 ２２年 ２２年 ２２年 ２６年 ２７年 ２８年 ２９年
３０年
(2018)

１年
(2019)

２年
(2020)

３年
(2021)

４年
(2022)

所得割　％ 　 　 1.8 → 1.8 → → → 2.4 → → → 2.4 → → → 2.4

資産割　％ 　 　 6.0 → 6.0 → → → 6.0 → → → 5.3 → → → 0.0

均等割　円 　 　 5,200 → 6,500 → → → 7,700 → → → 7,500 → → → 7,500

平等割　円 　 　 6,000 → 7,000 → → → 7,200 → → → 7,200 → → → 7,200

(介護分）

年度 １６年 １７年 １８年 １９年 ２０年 ２１年 ２２年 ２２年 ２２年 ２２年 ２６年 ２７年 ２８年 ２９年
３０年
(2018)

１年
(2019)

２年
(2020)

３年
(2021)

４年
(2022)

所得割　％ 1.2 1.8 → → → → 1.8 → → → 2.0 → → → 1.8 → → → 1.8

資産割　％ 5.0 5.0 → → → → 5.0 → → → 5.0 → → → 4.2 → → → 0.0

均等割　円 4,000 6,000 → → → → 7,000 → → → 7,700 → → → 7,300 → → → 7,300

平等割　円 3,500 5,000 → → → → 5,900 → → → 6,400 → → → 6,300 → → → 6,300

介護分の
改正

医療分の
改正

後期高齢
者医療制
度開始
（医療分
を按分）

全面改正 全面改正 全面改正 資産割
廃止
(案)

４



①医
療費
水準

長野県における国民健康保険運営の中期的改革方針

目 指 す 姿現 況

①
医
療
費
水
準

・医療費水準が県平
均より低い圏域では、
ひとまず二次医療圏
で統一が必要
・二次医療圏内の医
療費水準の格差是正
のため、県の関与を
高めることが必要
・人工透析患者等が
複数発生すると、小
規模な町村では医療
費が急激に上がり大
変

②
保
険
料

・急激に保険料（税）
率が上がらないよう
に、時間をかけて
・資産割は不公平で
あり廃止すべき
・資産割はＲ９までで
あれば廃止可能

③
個
別
公
費

・保険者努力支援等
の努力に対するイン
センティブは引き続き
残すべき

④
収
納
率

・収納率は100％～
92％と市町村間で差
が大きく、県平均の収
納率にすることは、収
納率の高い市町村の
被保険者の理解が得
られない

⑤
保
健
事
業
等

・市町村独自の保健
事業は上手く残して
欲しい
・人間ドック補助金な
どは統一して欲しい

Ｒ３～Ｒ９の改革案

コンセ
プト

結核精神給付金は県の統一対象にし
ない

③個別
公費

②保険
料

④収納
率

⑤保健
事業、
任意給
付

≪市町村の主な意見≫

⒈完全統一
（所得割：〇％、均等割：〇円、平等割：〇円）

目に見える県的
保険料統一の前
提条件

Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９Ｒ５Ｒ３ Ｒ４ Ｒ６

項 目 全 県
二次医療

圏
県平均

①医療費
水準
(※1)

最高
1.2327
（平谷村）

0.9963
（松本）

0.9413
最低

0.6613
（王滝村）

0.8728
（南信州）

調定額
（※2）

最高
119,638円
（小布施町）

103,075円
（北信）

94,575円

最低
40,198円
（大鹿村）

83,872円
(北ｱﾙﾌﾟｽ)

総所得
（※2）

最高
1,034,058円
（川上村）

651,377円
（佐久）

595,839円

最低
392,051円
（小川村）

523,147円
(北ｱﾙﾌﾟｽ)

②
保
険
料
（医
療
分
）(※

3)

所得
割率

最高
9.1%

（松本市） 6.31%
（単純）

最低
2.7%

（根羽村）

資産
割率

最高
50.0％
（麻績村） 21.52%

（単純）
最低 0.0％

（31市町村）

均等
割額

最高
27,000円
（御代田町） 19,509円

（単純）
最低

8,000円
（大鹿村）

平等
割額

最高
27,000円
（御代田町） 19,889円

（単純）
最低

7,400円
（売木村）

③
個別
公費
(※1）

最高
21,671円
（売木村）

7,068円
（上伊那）

5,280円

最低
2,611円
（青木村）

4,414円
（長野）

④
収納率
（※4）

最高
100%

(下條村、泰阜
村、大鹿村)

98.34%
（南信州）

95.1%

最低
92,66%
(長野市)

94.0%
（長野）

⑤

保健
事業
（※5)

最高
76,274円
（泰阜村）

8,664円
（木曽）

5,352円
最低

1,866円
（売木村）

4,092円
（南信州）

任意給付
ⅰ出産育児一時金（42万円）、
葬祭費（1～5万円、１村未実施）

ⅱ結核精神給付金（33市町村）

≪格差の状況≫

※１）Ｒ２納付金算定データ ※２）Ｈ30国保実態調査
※３）Ｒ２年度 ※４）Ｈ30年度現年分 ※５）Ｈ30年度

（円は一人当たり）

≪概要≫

歳出

歳入

歳出

歳入

歳出

歳入
定額
公費

納付金
総額

保険給付費等

定額
公費

納付金
総額

保険給付費等

保険給付費等

保険料

定額
公費

納付金総額

１人当たり

県平均に均す

収納率は県平均にみなす

納付金

対象に

入れる

保健事業費

任意給付等

個別

公費

保健事

業関係

個別公費

医療費

水準の

反映

やめる

１人当た

り県平均

に均す

県平均に均さ

なくても可能

納付金

対象に

入れなく

ても可能

保健事業費

任意給付等

個別

公費

保健事

業関係

個別公費

医療費水準の

反映やめる

収納率は個別でも可能

県平均

に均さ

なくても

可能

県平均に均さ

なくても可能

保健事業費

任意給付等

個別

公費

保健事

業関係

個別公費

医療費水準の

反映も可能

収納率は個別でも可能

県平均

に均さ

なくても

可能

納付金

対象に

入れなく

ても可能

保険

料

保険

料

保険

料

保険

料

前期高齢者

交付金

前期高齢者

交付金

前期高齢者

交付金

⒉準統一
（所得割：〇～〇％、均等割：〇円、平等割：〇円）

⒊標準保険料率の採用（二次医療圏単位）
（二次医療圏単位等の料率で県が示す所得割、均等割、平等割に従う）

市町村・県が
行うこと

〇医療費水準
の高い市町村
の保健事業へ
の取組強化

〇県的・二次
医療圏におけ
る医療費分析・
予防対策の関
係者間の共有
と「県民運動
化」の実現

〇収納率の格
差を是正し高
い収納率の達
成

・３医療圏（長野、松本、上田）は引き続き各市町村の医療費指数を
反映

・７医療圏は二次医療圏で医療費指数を統一
・Ｒ４から1/6ずつ、Ｒ９で6/6全て反映

・県的統一に向けた議論

県も含めた保険者の保健事業の充実を図り、医療費水準の平準化の
取組を進める
・国保予備軍となる協会けんぽ加入の40～50代への関与・連携
・二次医療圏単位でのデータ分析、取組みの重点化

・当面は個々の市町村の努力を評価して配分
・県の関与により医療費適正化や収納率向上等の取組みを県全体
で高め、一定程度平準化したところで統一する。

・県的統一に向けた議論

・Ｒ９までに資産割を廃止する（対象４６市町村）

・応益割額が著しく低い町村は標準保険料率を目指し、
段階的に引上げ（影響が大きい町村へ財政支援）

・県的統一に向けた議論

・条例・規則等により口座振替の原則化を義務付け、ペイジー等の導
入により収納率の向上を図る

・県的統一に向けた議論

・保健事業費の計上の標準化、人間ドック補助金等の事務費の統一
を進める。

・県的統一に向けた議論

❶ 二次医療圏単位で集約することで、個別市町村における高額な医療費の発生リスク

による保険料上昇要因を抑える

❷ 最終的統一のイメージは市町村によってバラバラのため、Ｒ９までは「目指す姿 １～

３」のいずれにもいけるように料率等の格差是正を図る

概
ね
、
二
次
医
療
圏
の
統
一
・
応
益
割
の
水
準
の
平
準
化
の
達
成

市町村・県が
行うこと

〇最低限３医
療圏（長野、松
本、上田）の二
次医療圏水準
の反映を行うた
め、保健事業へ
の取組を強化

⑥法定
外繰入

・決算補填等目的の
法定外繰入の解消（７市町村）

歳出

歳入

保険給付費等　＜統一済＞

④市町村が被保険者に賦課

（県が示す応益・応能割合はあくまで参考基準）

市町村の事情、保険者努力

により配分に差がある

・３方式に統一されていない

・応能・応益割合がバラバラ

・収納率の差が保険料賦課額に影響

保健事業

費の計上、

任意給付

等バラバラ
個別市町村の

医療費水準に

より額を調整

⑤保健事業費

任意給付等

③個別

公費等

保健事業

関係個別

公費

②保険料 ②保険

料

前期高齢者交付金

<統一済>

定額公費

<統一済>
①納付金総額

県会計（=市町村会計合計） 市町村単独会計

81億

1835億

514億

433億

657億

22億 10億

32億

664億
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○千曲市国民健康保険支払準備基金条例 

平成15年９月１日 

条例第83号 

（設置） 

第１条 国民健康保険事業の健全な運営を図るため、国民健康保険支払準備基金（以下

「基金」という。）を設置する。 

（積立て） 

第２条 基金として積み立てる額は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算（以下「予算」

という。）で定める額とする。ただし、市長が財政上必要と認めるときは、地方自治

法（昭和22年法律第67号）第233条の２ただし書の規定に基づいて、当該剰余金の一

部を当該基金に繰り入れることができる。 

（管理） 

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により

保管しなければならない。 

２ 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができ

る。 

（運用益金の処理） 

第４条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して基金に編入するものとする。 

（繰替運用） 

第５条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利

率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。 

（処分） 

第６条 基金は、次に掲げる事項に該当する場合に限り、その全部又は一部を処分する

ことができる。 

(1) 国民健康保険の保険給付費等の財源に不足が生じたとき。 

(2) 国民健康保険事業の運営上、市長が必要と認めたとき。 

（委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定

める。 

附 則 
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（施行期日） 

１ この条例は、平成15年９月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日の前日までに、合併前の資金積立金条例（昭和42年更埴市条例

第15号）、戸倉町国民健康保険支払準備金の設置管理及び処分に関する条例（昭和44

年戸倉町条例第10号）又は上山田町国民健康保険支払基金の設置、管理及び処分に関

する条例（昭和39年上山田町条例第７号）の規定により積みたてられた現金、債券、

有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。 

 


